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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月17日(2009.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔性ウェブを形成するべく溶融成形された連続生体吸収性フィラメントと混ぜ合わさ
れた溶融成形された非連続生体吸収性フィラメントを含む移植可能物品であって、前記フ
ィラメントが多数の接触点で互いに自己密着し、前記フィラメントが、少なくとも１つの
非晶質重合体構成成分に共有結合した又はこの構成成分と配合された少なくとも１つの半
結晶性重合体構成成分を含んで成り、該フィラメントが、結晶状態にある時に部分的乃至
は完全な重合体構成成分相非混和性を有する物品であって、多孔率を事実上低減させ得る
何らかの充填材又はその他の付加的な構成成分を含まない場合に９０超の多孔性百分率を
有し、前記溶融成形されたフィラメントの集団に取り外し可能なように付着させられた非
生体吸収性材料を有する、移植可能物品。
【請求項２】
　多孔率を事実上低減させ得る何らかの充填材又はその他の付加的な構成成分を含まない
場合に、多孔性百分率が９１超である、請求項１に記載の移植可能物品。
【請求項３】
　少なくとも１つの半結晶性重合体構成成分が少なくとも１つの非晶質重合体構成成分に
共有結合されている、請求項１に記載の移植可能物品。
【請求項４】
　構成成分がブロック共重合体を含んで成る、請求項３に記載の移植可能物品。
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【請求項５】
　少なくとも１つの半結晶性重合体構成成分が少なくとも１つの非晶質重合体構成成分と
配合されている、請求項１に記載の移植可能物品。
【請求項６】
　構成成分のうちの少なくとも１つがブロック共重合体である、請求項５に記載の移植可
能物品。
【請求項７】
　少なくとも１つの半結晶性重合体構成成分は摂氏８０度（８０℃）超の融点を有する、
請求項１に記載の移植可能物品。
【請求項８】
　前記非生体吸収性材料がフッ素重合体材料を含んで成る、請求項１に記載の移植可能物
品。
【請求項９】
　前記フッ素重合体材料がポリテトラフルオロエチレンである、請求項８に記載の移植可
能物品。
【請求項１０】
　前記非生体吸収性材料が、細胞の内側への成長に対する障壁である辺を有する、請求項
１に記載の移植可能物品。
【請求項１１】
　前記フィラメントの集団が、細胞の内側への成長に対する障壁である前記非生体吸収性
材料の辺に付着される、請求項１０に記載の移植可能物品。
【請求項１２】
　実質的に平面のシートの形をしている、請求項１に記載の移植可能物品。
【請求項１３】
　２以上の平面のシートの形をしている、請求項１に記載の移植可能物品。
【請求項１４】
　前記シートが一緒に付着されて積層を形成する、請求項１３に記載の移植可能物品。
【請求項１５】
　前記２以上の平面シートの形の溶融成形されたフィラメントの集団に付着させられた非
生体吸収性材料の第二のシートをさらに含んで成る、請求項１３に記載の移植可能物品。
【請求項１６】
　前記第二の非生体吸収性シートがフッ素重合体材料を含んで成る、請求項１５に記載の
移植可能物品。
【請求項１７】
　前記フッ素重合体材料がポリテトラフルオロエチレンである、請求項１６に記載の移植
可能物品。
【請求項１８】
　前記積層の形の前記溶融成形されたフィラメントの集団に付着させられた非生体吸収性
材料の第三のシートをさらに含んで成る、請求項１４に記載の移植可能物品。
【請求項１９】
　前記第三の非生体吸収性シートがフッ素重合体材料を含んで成る、請求項１８に記載の
移植可能物品。
【請求項２０】
　前記フッ素重合体材料がポリテトラフルオロエチレンである、請求項１９に記載の移植
可能物品。
【請求項２１】
　前記第三の非生体吸収性シート材料が、細胞の内側への成長に対する障壁である辺を有
する、請求項１８に記載の移植可能物品。
【請求項２２】
　前記第三の非生体吸収性シート材料が、細胞の内側への成長に対する障壁である第二の
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辺を有する、請求項１８に記載の移植可能物品。
【請求項２３】
　前記フィラメントの集団が、細胞の内側への成長に対する障壁である前記第三の非生体
吸収性シート材料の辺に付着される、請求項２１に記載の移植可能物品。
【請求項２４】
　前記フィラメントの集団が、細胞の内側への成長に対する障壁である前記第三の非生体
吸収性シート材料の第二の辺に付着される、請求項２２に記載の移植可能物品。
【請求項２５】
　多孔性ウェブを形成するべく溶融成形された連続生体吸収性フィラメントから派生し及
びそれと混ぜ合わされた溶融成形された非連続生体吸収性フィラメントを含む移植可能物
品であって、前記フィラメントが多数の接触点で互いに自己密着し、前記フィラメントが
、少なくとも１つの付加的な半結晶性重合体構成成分に共有結合した又はこの構成成分と
配合された少なくとも１つの半結晶性重合体構成成分を含み、該フィラメントが、結晶状
態にある時に部分的乃至は完全な重合体構成成分相非混和性を有し、多孔率を事実上低減
させ得る何らかの充填材又はその他の付加的な構成成分を含まない場合に９０超の多孔性
百分率を有し、前記溶融成形されたフィラメントの集団に取り外し可能なように付着させ
られた非生体吸収性材料を有する、移植可能物品。
【請求項２６】
　多孔性百分率が、多孔率を事実上低減させ得る何らかの充填材又はその他の付加的構成
成分を含まない場合に９１超である、請求項２５に記載の移植可能物品。
【請求項２７】
　少なくとも１つの半結晶性重合体構成成分が少なくとも１つの非晶質重合体構成成分に
共有結合されている、請求項２５に記載の移植可能物品。
【請求項２８】
　構成成分がブロック共重合体を含んで成る、請求項２７に記載の移植可能物品。
【請求項２９】
　少なくとも１つの半結晶性重合体構成成分が少なくとも１つの非晶質重合体構成成分と
配合されている、請求項２５に記載の移植可能物品。
【請求項３０】
　構成成分のうちの少なくとも１つがブロック共重合体である、請求項２９に記載の移植
可能物品。
【請求項３１】
　少なくとも１つの半結晶性重合体構成成分は摂氏８０度（８０℃）超の融点を有する、
請求項２５に記載の移植可能物品。
【請求項３２】
　前記非生体吸収性材料がフッ素重合体構成成分である、請求項２５に記載の移植可能物
品。
【請求項３３】
　前記フッ素重合体構成成分がポリテトラフルオロエチレンを含んで成る、請求項３２に
記載の移植可能物品。


	header
	written-amendment

